
令和３年１月27日の官報に，「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改

正する件（令和２年８月31日厚生労働省告示第304号）」に対する原稿誤りの正誤が掲載されまし

た。 

官報正誤の内容については以下の通りです。 

 

正 

 診療報酬の算定方法（平成二十年厚生労働省告示第五十九号）の規定に基づき、特定保険医療材料及

びその材料価格（材料価格基準）（平成二十年厚生労働省告示第六十一号）の一部を次の表のように改正

し、令和二年九月一日から適用する。ただし、別表Ⅵの002から006までの改正規定については、同年十

月一日から適用する。 

 
 

誤 

 診療報酬の算定方法（平成二十年厚生労働省告示第五十九号）の規定に基づき、特定保険医療材料及

びその材料価格（材料価格基準）（平成二十年厚生労働省告示第六十一号）の一部を次の表のように改正

し、令和二年九月一日から適用する。ただし、別表Ⅵの006の改正規定については、同年十月一日から適

用する。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


